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内

閣

府

○

令
第
六
号

農
林
水
産
省

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
表
示
法

第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
申
出
の
手
続
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
九
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

農
林
水
産
大
臣

齋
藤

健

食
品
表
示
法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
並
び
に
同
法
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
の
手
続
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

食
品
表
示
法
第
六
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
及
び
遵
守
事
項
並
び
に
同
法
第
十
二
条
第

内

閣

府

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
申
出
の
手
続
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
七
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

農
林
水
産
省

す
る
。
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
表
示
事
項
及
び
遵
守

（
農
林
水
産
大
臣
が
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
表
示
事
項
及
び
遵
守

事
項
）

事
項
）

第
一
条

食
品
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
内
閣

第
一
条

食
品
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
内
閣

府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
は
、
食
品
表
示
基
準
（
平
成

府
令
・
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
表
示
事
項
は
、
食
品
表
示
基
準
（
平
成

二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
に
定
め
ら
れ
た
表
示
事
項
の
う
ち
次
に
掲

二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
に
定
め
ら
れ
た
表
示
事
項
の
う
ち
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
十
三

略
］

［
一
～
十
三

同
上
］

十
四

次
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
食
品
表
示
基
準
別
表
第
十
九
の

十
四

次
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
食
品
表
示
基
準
別
表
第
十
九
の

当
該
食
品
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項

当
該
食
品
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

無
菌
充
填
豆
腐
（
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四

［
号
の
細
分
を
加
え
る
。
］

年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
第
１
食
品
の
部
Ｄ
各
条
の
項
の
豆

腐
に
規
定
す
る
無
菌
充
填
豆
腐
を
い
う
。
）

ハ

［
略
］

ロ

［
同
上
］

ニ

［
略
］

ハ

［
同
上
］

ホ

［
略
］

ニ

［
同
上
］

へ

［
略
］

ホ

［
同
上
］

ト

［
略
］

ヘ

［
同
上
］

チ

［
略
］

ト

［
同
上
］

リ

［
略
］

チ

［
同
上
］

ヌ

［
略
］

リ

［
同
上
］

ル

［
略
］

ヌ

［
同
上
］

ヲ

［
略
］

ル

［
同
上
］

ワ

［
略
］

ヲ

［
同
上
］

カ

［
略
］

ワ

［
同
上
］

ヨ

［
略
］

カ

［
同
上
］

タ

［
略
］

ヨ

［
同
上
］
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レ

［
略
］

タ

［
同
上
］

ソ

［
略
］

レ

［
同
上
］

十
五

［
略
］

十
五

［
同
上
］

十
六

次
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
食
品
表
示
基
準
別
表
第
二
十
四

十
六

次
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
食
品
表
示
基
準
別
表
第
二
十
四

の
当
該
食
品
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項

の
当
該
食
品
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

ア
ボ
カ
ド
、
あ
ん
ず
、
お
う
と
う
、
か
ん
き
つ
類
、
キ
ウ
ィ
ー
、

ロ

あ
ん
ず
、
お
う
と
う
、
か
ん
き
つ
類
、
キ
ウ
ィ
ー
、
ざ
く
ろ
、
す

ざ
く
ろ
、
す
も
も
、
西
洋
な
し
、
ネ
ク
タ
リ
ン
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、

も
も
、
西
洋
な
し
、
ネ
ク
タ
リ
ン
、
バ
ナ
ナ
、
び
わ
、
マ
ル
メ
ロ
、

バ
ナ
ナ
、
パ
パ
イ
ヤ
、
ば
れ
い
し
ょ
、
び
わ
、
マ
ル
メ
ロ
、
マ
ン
ゴ

も
も
及
び
り
ん
ご

ー
、
も
も
及
び
り
ん
ご

［
ハ
～
チ

略
］

［
ハ
～
チ

同
上
］

［
十
七
・
十
八

略
］

［
十
七
・
十
八

同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


